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市
で
は
、
住
宅
へ
の
太
陽
光
発

電
設
備
の
設
置
状
況
を
調
査
し
て

い
ま
す
。
調
査
員
が
お
宅
へ
訪
問

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

調
査
員
は
身
分
証
明
書
を
携
帯

し
て
い
ま
す
。　

問
本
庁
舎
商
工
課　

内
２
２
４
９

　

市
民
総
ぐ
る
み
市
内
一
斉
清
掃

を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
参
加

・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●

日
時　

７
月
６
日
㈰
／
午
前
７

時
か
ら　

※
小
雨
決
行
（
荒
天
の

場
合
は
中
止
）　

問
本
庁
舎
生
活
環
境
課　

内
２
１

６
４
／
各
庁
舎
地
域
振
興
課　

表

郷
☎
32
２
１
１
１　

大
信
☎
46
２

１
１
１　

東
☎
34
２
１
１
２

●

日
時　

７
月
13
日
㈰
／
午
前
９

時
〜
午
後
４
時

●

会
場　

市
民
会
館
（
手
代
町
）

●

内
容　

市
文
化
団
体
連
合
会
に

加
盟
す
る
21
団
体
に
よ
る
民
謡
や

民
舞
な
ど
の
伝
統
芸
能
の
発
表

3

お
願
い

●

入
場
料　

無
料

問
本
庁
舎
文
化
振
興
課　

内
２
３

８
４

●

日
時　

①
７
月
12
日
㈯
・
13
日

㈰
、
②
８
月
９
日
㈯
・
10
日
㈰
／

午
前
10
時
〜
午
後
３
時　

●

会
場　

マ
イ
タ
ウ
ン
白
河
（
本

町
）

《
出
店
者
募
集
》

●

出
店
料　

１
日
５
０
０
円

※
申
込
用
紙
を
各
回
初
日
の
３
日

前
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

㈱
楽
市
白
河
☎
㉗
１
４
４
８

　

梅
雨
の
時
期
を
迎
え
、
が
け
崩

れ
や
地
す
べ
り
、
土
石
流
等
の
土

砂
災
害
の
危
険
性
が
高
ま
り
ま
す
。

気
象
や
土
砂
災
害
に
関
す
る
警
報

な
ど
に
注
意
し
、
少
し
で
も
危
険

を
感
じ
た
ら
、
早
め
に
避
難
す
る

よ
う
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

《
こ
ん
な
現
象
に
ご
注
意
》

▽
が
け
崩
れ　

が
け
か
ら
小
石
が

パ
ラ
パ
ラ
落
ち
て
く
る
、
斜
面
か

ら
水
が
湧
き
出
る
な
ど

▽
土
石
流　

川
や
沢
の
中
で
ゴ
ロ

ゴ
ロ
と
い
う
音
が
す
る
、
川
や
沢

の
流
れ
が
に
ご
り
生
木
が
流
れ
て

く
る
な
ど

▽
地
す
べ
り　

池
の
水
が
に
ご
っ

た
り
減
っ
た
り
す
る
、
地
鳴
り
や

山
鳴
り
が
す
る
な
ど

※
こ
れ
ら
の
現
象
が
見
ら
れ
な
く

て
も
、
土
砂
災
害
が
発
生
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
本
庁
舎
道
路
河
川
課　

内
２
２

７
３

　

友
好
都
市
の
埼
玉
県
行
田
市
か

ら
贈
ら
れ
た
行
田
蓮は

す

（
古
代
蓮
）

の
開
花
に
合
わ
せ
、
翠
楽
苑
を
早

朝
無
料
開
園
し
ま
す
。

●

期
間　

７
月
14
日
㈪
〜
８
月
３

日
㈰
／
午
前
７
時
〜
８
時

問
翠
楽
苑
☎
㉓
６
８
８
８

　

７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」
の
強
調
月
間
で
す
。
こ
の

運
動
は
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
、

罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪
や
非
行

の
な
い
地
域
社
会
を
築
く
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
運
動
の
一

環
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
犯
罪

の
な
い
明
る
い
社
会
を
願
い
作
成

し
た
「
七
夕
飾
り
」
を
、
市
役
所

本
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー
ほ
か
市
内
４

か
所
に
展
示
し
ま
す
。

問
本
庁
舎
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課

内
２
３
８
２

　

県
南
都
市
計
画
道
路
（
白
河
中

央
線
、
白
河
駅
白
坂
線
）
を
変
更

す
る
た
め
、
都
市
計
画
案
の
縦
覧

を
行
い
ま
す
。

●

日
時　

６
月
24
日
㈫
〜
７
月
７

日
㈪
／
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
（
平
日
の
み
）

●

会
場　

本
庁
舎
都
市
計
画
課
、

県
南
建
設
事
務
所
企
画
調
査
課

（
白
河
合
同
庁
舎
）
、
県
庁
都
市

計
画
課
（
福
島
県
庁
）

問
本
庁
舎
都
市
計
画
課　

内
２
２

８
３
／
県
南
建
設
事
務
所
企
画
調

査
課
☎
㉓
１
６
１
７

　

市
土
地
改
良
区
の
一
般
お
よ
び

維
持
管
理
賦
課
金
の
納
入
期
限
は

６
月
30
日
㈪
で
す
。
納
期
内
に
忘

れ
ず
に
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

問
同
事
務
局　

内
２
２
９
５

■家屋を新増築した方
　市では、平成26年１月２日以降に新
築または増築された家屋について、平成
27年度からの固定資産税を算出するた
めに調査を行います。
●調査日時　
　　調査日時を調整するための文書を送付
しますので、返信してください。
●調査方法　
　　職員が建物の外部・内部の仕様などを
確認します。資料として、家屋平面図、
仕様書などを準備してください（調査を
行う職員は「固定資産評価補助員証」を
携帯しています）。
■家屋を取り壊した方
　　平成26年中に家屋を取り壊した方は
「家屋滅失申告書」等を提出してくださ
い（平成27年度からの当該家屋に係る
固定資産税の負担がなくなります）。

　　なお、すでに法務局へ滅失登記の手続
きをされた方や課税課に届けられた方は、
提出は不要です。

問本庁舎課税課　内2132

固定資産税の家屋調査

案
内

太
陽
光
発
電
設
備
普
及
調
査

市
内
一
斉
清
掃

第
７
回
「
白
河
市
民

芸
能
大
会
」

マ
イ
タ
ウ
ン
白
河
ふ
れ
あ

い
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

土
砂
災
害
に
注
意
を

翠
楽
苑
早
朝
無
料
開
園

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

都
市
計
画
案
の
縦
覧

土
地
改
良
区
賦
課
金


